
平成２６年度 第３回高山市教育委員会定例会議事録 

 

１．日 時  平成２６年６月２７日（金） 午後３時３０分から 

２．場 所  行政委員会室 

３．出席者  委 員 打江委員長、北村委員、針山委員、岡田委員、中村教育長 

事務局 井口事務局長、田中教育総務課長、谷口学校教育課長、浦谷文化財課

長、森下学校給食センター所長、学校教育課谷本、学校教育課脇田、

教育総務課石原 

説明員 丸山市民活動部長、東田スポーツ推進課長、中井生涯学習課長 

４．署名者  北村委員 

 

  午後３時３０分開会 

 

○打江委員長  本日の委員会は、出席委員５名で、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第１３条第２項の規定に基づき、定足数に達していますので、成立してお

ります。ただ今より、平成２６年度第３回高山市教育委員会定例会を開会い

たします。 

 

○打江委員長  会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員は、「北村委員」を指名いたします。 

 

○打江委員長  前回定例会の承認を行います。 

前回定例会の会議録について「針山委員」お願いいたします。 

 

○針山委員   前回の定例会会議録について、精査した結果、記載事項について適正に調整

されておりましたので、署名しましたことをご報告いたします。 

 

○打江委員長  ありがとうございました。 

      それでは、前回定例会の会議録についてご承認いただけますでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○打江委員長  前回の会議録は、調製のとおり承認されました。 

 

○打江委員長  次に、中村教育長から報告がございます。 

 

（教育長報告）  

 

○打江委員長  次に、日程第１、議第８号「平成２６年度要保護及び準要保護児童生徒の認

定について」を議題といたしますが、当議題につきましては内容に個人に関



する情報が含まれておりますので、法律第１３条第６項ただし書の規定によ

り、公開しないこととしたいと思います。 

 

○打江委員長  それでは、ただ今お諮りしました議第８号は、公開しないこととすることに

ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○打江委員長  ご異議なしと認めます。よって、議第８号は、公開しないことに決しました。 

 

○打江委員長  それでは、改めまして日程第１、議第８号「平成２６年度要保護及び準要保

護児童生徒の認定について」を議題といたします。 

事務局より説明願います。 

 

○谷口学校教育課長  ＜資料に基づき説明＞非公開 

 

○打江委員長  事務局の説明は終わりました。ご質疑等はございませんか。 

 

（非公開） 

 

○打江委員長  ご質疑も尽きたようでありますから、以上で質疑等を終結いたします。 

 

○打江委員長  それでは、ただ今議題となっております議第８号について、事務局説明のと

おり決するにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○打江委員長  ご異議なしと認めます。よって、議第８号について、事務局説明のとおり決

しました。 

 

○打江委員長  次に、日程第２、報告６「いじめ・不登校問題の対応について」を議題とい

たしますが、当議題については内容に個人に関する情報がありますので、法

律第１３条第６項但し書きの規定により報告内容について公開しないこと

と思います。それでは、ただ今おはかりしました報告６について一部公開し

ないことにご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○打江委員長  それでは異議もないようですので、報告６は、一部公開しないということで

決しました。改めまして日程第２、報告６「いじめ・不登校問題の対応につ



いて」を事務局より報告お願いします。 

 

○学校教育課谷本  ＜資料に基づき説明＞非公開 

 

○学校教育課脇田  ＜資料に基づき説明＞非公開 

 

○打江委員長  事務局の報告は終わりました。ご質疑等はございますか。 

 

○打江委員長  いじめのところで、「ややこしくなる」ということをおっしゃいましたが、

その事例の時にそのまま帰したから「ややこしく」なるのですか。 

 

○学校教育課谷本 結局いじめの事をつかんで、そのまま本人が帰る前に家庭に連絡したり、

次からちゃんと対応しますというメッセージを送ればよかったんですが、聞

き取って分かったんだけれども、そのままその子にも何のアクションも起こ

さずに帰してしまったので、その後家に帰ったらその子は親に話をすること

が予想されて、親の気持ちなるとそれは何だ、ということになるので、そう

いう気持ちにさせなくても良かったなということです。 

 

○打江委員長  学校にその子がいるうちに、何らかの解決策を持って、学校から帰れれば良

かったということですね。 

 

○学校教育課谷本 それとその子が帰る前に家庭に連絡を入れることができると良かったとい

うことです。 

 

○打江委員長  先程の市長の話ではないですけれど、スクールソーシャルワーカーを入れて

いただきたいなと思います。 

 

○中村教育長  飛騨圏域にも東濃圏域と兼務の形で配当をいただいているので、その方をど

れだけ実績としてこんな風に利用させていただいていると言わないと必要

性が伝わらないと思います。 

 

○打江委員長  今は１名ですか。 

 

○学校教育課脇田 そうです。 

 

○中村教育長  ４月から今までにスクールソーシャルワーカーさんに出動いただいたことは

ありますか。 

 

○学校教育課脇田 中学校で３事案あります。３件とも不登校のケースで、１件は親さんが非

常に精神的な病を持っていらっしゃって、養育が非常に困難なケースです。



学校とのコミュニケーションや他機関との連携も取りにくく、お母さん自身

もとにかく病院に行っていただいて、ケアしていただくことがまず近道だろ

うと判断して、そこでアプローチするにはスクールソーシャルワーカーさん

が必要だろうということで、当たっていただいています。もう１件も不登校

なんですが、お子さんが不登校で精神的に病を持ってみえるんですが、なか

なか病院につながらない。お母さんもなかなか不安定で、お母さん自身も病

院にすすめにくい。ということで入っていただいてお母さんとの関係をつく

る中で、本人との面談をとおして医療につなげたいという思いを持っていま

す。また、経済的にも苦しいご家庭ですので、そちらのアプローチもしてい

ただくということです。 

 

○針山委員   今の関連ですけど、スクールソーシャルワーカーは今でも使えるわけですね。 

 

○学校教育課脇田 使えますが、十分ではございません。高山市に配当されたのは、６日の１

日６時間です。旅費の関係で、なかなか自由には使えません。何とか家庭訪

問を細かくしていかなければ全く成果がでてこないので、内情としてはお願

いをして、日にちを分けて来ていただくようにして使っています。保護者の

方への対応が多いため、夜、お仕事が終わってからの時間になってくるので、

時間の融通が利かないというところが非常に使いにくいところです。なので、

自由に使えるようになると大変助かるのではないかと思います。 

 

○針山委員   今３件とおっしゃいましたが、６回は使えるということですか。 

 

○学校教育課脇田 年で６回使えます。その中の３回をこれまでに使いましたが、その使い方

が、日にちや時間をずらして使ったりしたのをまとめて申告したりしていま

す。現在のところ３６時間のうち１０時間使っています。 

 

○打江委員長  １回や２回で終わることではないですよね。 

 

○学校教育課脇田 継続することですし、他機関ともつながってくださるので、子相に行って

話を聞いてくださったり、病院に行っていただいたりしています。 

 

○打江委員長  親としては受け入れてくださるんですか。 

 

○学校教育課脇田 今のケースは割と受け入れてくださっています。色々な方を頼っていく方

が多くて、新しい方は受け入れられやすいけれども切られやすいということ

もあります。 

 

○打江委員長  時間に制限があるのでなかなか難しいですね。 

 



○針山委員   スクールソーシャルワーカーは全欠の方に主に対応されているのですか。 

 

○学校教育課脇田 全欠の中の１名は対応しています。他の方については対応していません。 

 

○針山委員   そうしますと全欠の方の面倒は担任が責任を持つわけですね。学校担任は月

に何度か学校訪問をしたり、情報交換をしているわけですか。 

 

○学校教育課脇田 学校の中でケース会議を持ちながら、チームで対応しています。 

 

○針山委員   全欠なので学校の中のチームで対応なんですが、家庭へのアプローチはして

いるということですか。 

 

○学校教育課脇田 家庭訪問は行っていますが、本人と会えないケースもありますので、保護

者に会ってくるなどを定期的に行っております。 

 

○針山委員   いじめの方で、説明の中で人数が減っているとのことなのでありがたいこと

なのですが、家庭へ帰してしまったためややこしくなってしまった。最終的

な目標では未然防止ということが学校の中での目標であると思いますが、そ

のいじめが起きた班でその子だけをいじめたようですが、その行為自体には、

どのような対応をその後でも子ども達にしたのかを教えていただきたいと

思います。 

 

○学校教育課谷本 全員がグループのメンバーでしたので、全員一人ひとりに話をした後で、

全員が集まって学年主任、生徒指導、担任が入り、そこでお互いの気持ちを

言わせるようにし、その後一緒に給食から入っていき、その後はグループ内

で話をして元のトラブルが起きた以前の状態になったことを担任が見届け

をしております。 

 

○針山委員   ありがとうございました。親さんから電話が来ると問題みたいに思うんです

が、そういう事件が起きて親さんには対応は素晴らしかったと思いますが、

その後が大事で、今発言されたようなことが対処で大事だと思います。なか

なか目標は未然防止なんですが、起きてしまうものは起きてしまうので、や

っぱりその辺りの対応や、子ども達への認識が大事だと思いますので、今後

ともよろしくお願いいたします。 

 

○打江委員長  今は普通に生活してみえるんでしょうか。 

 

○学校教育課谷本 その後の状況について、１件１件の全部をなかなか確認できるものではあ

りませんが、当然学校では、そのようにやっているということを信じており

ます。 



 

○打江委員長  それでは以上で質疑を終結します。 

 

○打江委員長  次に、日程第３、協議６「区域外就学の認定について」を議題といたします

が、当議題につきましては、内容に個人に関する情報が含まれておりますの

で、法律第１３条第６項ただし書の規定により、公開しないこととしたいと

思います。それでは、ただ今お諮りしました協議６は、公開しないこととす

ることにご異議ございませんか。 

   

（異議なし） 

 

○打江委員長  ご異議なしと認めます。よって、協議６は、公開しないことに決しました。 

        それでは、改めまして日程第３、協議６「区域外就学の認定について」を議

題といたします。事務局より説明願います。 

 

○谷口学校教育課長 ＜資料に基づき説明＞非公開 

 

○打江委員長  事務局の説明は終わりました。ご質疑はございませんか。 

 

（非公開） 

 

○打江委員長  質疑も尽きたようですので、以上で質疑を終結します。 

 

○打江委員長  それでは、ただ今議題となっております協議６について、事務局説明のとお

り決するにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○打江委員長  ご異議なしと認めます。よって、協議６について、事務局説明のとおり決し

ました。 

 

○打江委員長  次に、日程第４、議第９号「高山市障がい児就学指導委員会規則の改正に

ついて」を議題といたします。事務局より説明願います。 

 

○谷口学校教育課長 ＜資料に基づき説明＞ 

 

○打江委員長  事務局の説明は終わりました。ご質疑はございませんか。 

 

○打江委員長  この件はなぜ今議題にあがるのでしょうか。 

 



○谷口学校教育課長 文部科学省からの通知がありまして、指導委員会そのものをこのように

変えていくという国の施策というか、本来あるべき姿ということで、今日も

見ていただいたように通常の中にもいろいろなお子さんがいますし、個別の

教育支援計画は特別支援学級については、１００％作ってあって小学校から

中学校へ送られていますが、実際にそれだけではない子たちに対して、保・

小・中と連続、一貫した支援を行うことが必要となっていますし、そこにつ

いては、学校のみならず家庭や関係機関の支援の計画も盛り込んでいく必要

があり、それをはかっていく一つがこの会がだという意味付けは、高山市と

しても非常に大事だなところだととらえています。 

 

○中村教育長  もう少し話させていただくと、毎年時期的には市としてのこの委員会を開催

していかなければならない時期に来ているので、それを開く際に、こういう

視点で、こういう会ですよということをきちんと認識して今年度開いていき

たいし、今後ずっと広げていきたいと思っています。今日の東小の訪問の際

に、私が東小の使命だよと言ったことは、この個別の教育支援計画に関する

ことで、学級にいる子、あるいは通常学級にいる子、どんな子にも必要なも

のは必要なようにやっていくことが、教育の大事なところだと申し上げたと

ころです。それを事実上、この委員会に、実際にどこの学校のなにさんがこ

のようなんだけれども、ということを全て協議していきますので、そこから

の発信として全市に思想を行き渡らせていきたいという願いを持っていま

す。 

 

○打江委員長  どういう方々で組織されるのですか。 

 

○谷口学校教育課長 実はこの会と並行しながら、各学校での就学指導委員会をまず学校で行

っています。これは校長以下教育相談を含めて学校の担当の者で行っていま

す。そしてそれを地区ごと、例えば支所単位や中学校区単位で就学指導委員

会での名前でもう検討をしております。そして７月１日の施行日以降になり

ますけれども、７月早々に市の就学指導委員会を開催して、そこではその就

学が妥当かどうかということを最終的に判定します。委員長は、須田病院の

加藤院長で、副委員長は校長会長さんで、その他専門委員さんとしては日赤

の先生や、特別支援学校のコーディネーターさん、各地区の特別支援コーデ

ィネーターさん、福祉の代表、行政の関係機関の代表の方などで構成されて

います。 

 

○打江委員長  以上で質疑を終結します。 

 

○打江委員長   それでは、ただ今議題となっております議第９号について、事務局説明の

とおり決するにご異議ございませんか。 

 



（異議なし） 

 

○打江委員長  ご異議なしと認めます。よって、議第９号について、事務局説明のとおり決

しました。 

 

○打江委員長  次に、日程第５、報告７「平成２５年度高山市教育委員会点検評価について」

を事務局より報告願います。 

 

○田中教育総務課長 ＜資料に基づき説明＞ 

○谷口学校教育課長 ＜資料に基づき説明＞ 

○浦谷文化財課長  ＜資料に基づき説明＞ 

 

○打江委員長  事務局の説明は終わりました。ご質疑はございませんか。 

 

○打江委員長  これをもって決定ということですか。 

 

○田中教育総務課長 ご意見をいただければ、修正をかけさせていただきますが、現時点では

これをもって７月８日の点検評価委員会委員さんとの意見聴取に入りたい

と思っております。例えばどこかの項目をＡ評価からＢ評価にしたり、Ｂ評

価をＡ評価にしたりという要素があったのではないかというようなご指摘

があれば、直させていただいて７月８日に備えたいと思います。 

 

○針山委員   単純な疑問ですが、評価はＡとＢしかないのでしょうか。 

 

○田中教育総務課長 この表自体が分かりにくいのかもしれませんが、事業はソフトとハード

の事業がありますが、ソフトの評価をする時は、Ａは十分達成、Ｂは予定通

り達成、Ｃは一部未達成、Ｄは未達成という判断です。 

 

○針山委員   Ｄまである中で、ＡとＢばかりなので、素晴らしいと思いますが、ＣやＤが

あると、ここをやらなければならないということが分かりやすいと思いまし

た。 

 

○打江委員長  これを見て、何かあれば連絡をくださいということでしょうか。 

 

○田中教育総務課長 今、現時点で用意しているのがこれなので、ご意見がなければこのまま

提出しますし、間に合う範囲内でご意見いただければありがたいです。 

 

○打江委員長  ご質疑も尽きたようですので、以上で質疑を終結します。 

 

○打江委員長  次に、日程第６、報告８「平成２６年度 第２３回市民海外派遣事業につい



て」を事務局より報告願います。 

 

○谷口学校教育課長 ＜資料に基づき報告＞ 

 

○打江委員長  日枝中学が多いようですね。 

 

○谷口学校教育課長 昨年との比較はしておりませんが、どの地域においても日枝中学さんは

多かったです。 

 

○北村委員   この事業は海外戦略室が主催ということのようですが、以前も韓国派遣につ

いては、少し配慮が必要ではないかという意味合いの事が出たと思うんです

けれども、ここで要望することなのかどうか分かりませんが、一つ目に交通

機関と宿泊施設の安全性の確認ということは、やっぱりきちんとやっていた

だかなければならないのではないかということと、本来友好的であるべき隣

国ですけれども、最近の情勢をみているとなかなか難しい微妙な部分があっ

て、行った子どもたちが向こうの人との交流の中で、例えば歴史認識や領土

問題等について問い質されるような場面というか、状況に立たされないよう

に是非配慮してもらいたいということと、事前学習会やそのような中で、こ

の問題には触れないようにというような指導がなされるとそれは少しおか

しいので、その辺りの非常にデリケートな部分を含んでの実施ということな

ので、友好的にするために余計に派遣しなければならないという考え方も私

はあると思うので、そのことについてはどちらがいいということではなくて、

配慮すべきところをよろしくお願いしたいと思います。 

 

○針山委員   今北村委員が言われたことと同じ心配が前に出ましたし、牛丸主事がついて

いかれるので、余程その辺りは気を使っていただきたいと思っています。内

容は同じです。 

 

○谷口学校教育課長 今ほど出ました牛丸が、この２回の学習会について企画しながらすすめ

ていくということで、今ほどいただいたご意見も十分踏まえて意義ある会に

したいと思いますし、企画された海外戦略室とも十分協議して今のご意見を

お伝えしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

○打江委員長  それでは質疑も終結したようなので、以上で質疑を終結します。 

 

○打江委員長  次に、日程第７、報告９「シンポジウムの開催について」を議題といたしま

す。事務局より報告願います。 

 

○田中教育総務課長 ＜資料に基づき説明＞ 



 

○打江委員長  ご質疑もないようですので、質疑を終結します。 

 

○打江委員長  次に、日程第８、報告１０「社会教育委員の活動について」を事務局より報

告お願いします。 

 

○丸山市民活動部長 ＜資料に基づき報告＞ 

○中井生涯学習課長 ＜資料に基づき報告＞ 

 

○打江委員長  事務局の説明は終わりました。ご質疑はございませんか。 

 

○針山委員   質疑ではないんですが、こだまーれを一生懸命にやられて、たくさんの参加

があったようですが、是非とも３年後に引き継いでいただけるようなご努力

をしていただければ良いなと思います。 

 

○打江委員長  協働のまちづくりにむけた進捗状況が検討中ということは、まだ組織的には

できていないということですか。 

 

○丸山市民活動部長 新宮地域については、規約、組織等は検討中でございますけれども、準

備委員会そのものは設置済みでございますし、全体としては、空欄の東、西、

山王地域等につきましても、８月末までには準備組織が立ち上がる予定とな

っております。 

 

○針山委員   西も立ち上がりました。 

 

○打江委員長  それでは質疑も尽きたようですので、以上で質疑を終結します。 

 

○打江委員長  次に、日程第９、報告１１「マイマイガ対策について」を事務局より説明願

います。 

 

○田中教育総務課長 ＜資料に基づき報告＞ 

 

○打江委員長  事務局の説明は終わりましたが、ご質疑はございますか。・ 

 

○打江委員長  町内会の防犯灯は町内会で持っているので、町内会で違っていて一律に市で

やりなさいと言っている訳ではないですよね。 

 

○田中教育総務課長 できるだけ換えてくださいという言い方だと思います。 

 

○丸山市民活動部長 町内会の防犯灯は市民活動推進課が管轄しております。今ほどおっしゃ



られたように町内会でそれぞれ管理していただいておりまして、ＬＥＤ化に

対する補助制度を昨年から設けております。これはマイマイガ対策としてし

た訳ではなくて、たまたま、そういうことになったものです。省電力化とい

う目的でＬＥＤ化を促進しましたところ、昨年の例で言いますと、結果的に

ＬＥＤの電灯には集まりにくいということが結果的に分かったので、今年一

部新聞報道でもございましたけれども、今年はその申請が大変多いです。そ

ういった意味ではＬＥＤ化の普及に効果があったと言っては変ですが、結果

的にそのようになっておりますけれども、そういったことで多くの町内に補

助制度を御利用いただいているところでございます。ただし、先ほどの市長

と語る会でも出ましたけれども、マイマイガの撲滅といった訳ではなくて、

取りあえず近寄らせないというだけですので、抜本的な対策ではなくて、対

症療法の域は超えないのですが、生活圏には近寄らせないという効果はある

ようです。 

 

○打江委員長  昨年消防署の水銀灯に大変多く集まっていたんですが、公共施設、特に消防

署や警察署などは電気を消せないと思うんですがそのような所はどうする

んでしょうか。 

 

○田中教育総務課長 施設管理者、公共施設の判断になりますし、消防署や警察署で消して良

いのか、や、防犯上の問題もありますし、道路上の防犯灯であっても消して

真っ暗なまちで大丈夫か、ということもあって、最終判断を全て我々は確認

しておりませんし、管理者の判断が今後どのようになるのかというところだ

と思いますが、もう一つは、照明によってはスイッチ一つで切れないもので

すから、そういうところが負担になることもあろうかと思います。 

 

○打江委員長  それでは質疑も尽きたようですので、以上で質疑を終結します。 

 

○打江委員長  それではその他に入りたいと思います。 

 

○針山委員   提案があるんですけれども、新聞等でも報道されていますが、ＳＮＳやスマ

ホ、電子機器等によって、確かにいじめや不登校にライン等が何パーセント

か影響あるんですけれども、学力が落ちる。それは何故かというと夜１２時

を過ぎてもラインだと記録が残るので、そういったことにピリピリしている

ようです。また、変なサイトに接続する機会を子どもに与えていしまってい

る。いじめだけでなくて、そういった色々な部分での功罪が出てきているの

で、谷口課長は前任地でネットの防止に関する活動をされていたようですが、

是非とも教育委員会として、ＰＴＡや色々な所へＳＮＳ等によってこういう

ことがある、ということを説明していただいて、何とかルール、子どもには

持たせないというのは極端かもしれませんけれども、何時までに区切るとか、

いろいろな事情も出てきているので、子ども達にとってデメリット出てます



ので、完全にこうしなさいということは無理にしても、その辺りをＰＴＡに

話していただいたり、研究所の方から説明に行かれたりするなど取り組んで

いただいて、できればＰＴＡの連合会でこのように決めようよ、というとこ

ろまで何とかいくような方向性にしていただけないかという思いがあるの

で、提案させていただきます。 

 

○打江委員長  松倉中はＰＴＡでそのような動きがあるようですし、岡崎市だったと思うん

ですが９時までの使用制限というようなこともあるようですね。 

 

○谷口学校教育課長 研究所の取り組みの一つとして、担当が一人いまして、問題行動の方に

も一人いまして、両者が昨年度で言うと前任者と同じようにやっていました

が、早速プレゼンを作りまして、要請に応じまして、またこちらの方からも

提案しながら，ＳＮＳの危険性、使用にあたっての留意点等については啓発

をしていくような取り組みはしていきたいと思っています。連合ＰＴＡ等が

今の取り組みの核になるかと思うんですが、そういった所の中に教育委員会

としても発言をしていけたらと思います。 

 

○針山委員   教育委員会の中でも、学校の子ども達のことを思っている組織なので、そち

らからの、そのような、強制ではないんですが、教育委員会としてもその辺

りの問題を感じているので、何とか各校ともＰＴＡに任せてしまうやり方も

あるとは思いますが、我々としても今後ひょっとしてという問題になってく

ると思うのでどうか、という提案です。 

 

○打江委員長  年１回は、携帯から子どもを守る会というのを私が以前提案して、警察やＰ

ＴＡの連合会の方などがみえて話し合いはしているんですけれども、やっぱ

り保護者の方への啓発も大事で、私達もついていけない時代になってきてい

るので、後はＰＴＡの時に保護者への啓発を学校でやっていただきたいと思

います。 

 

○針山委員   そういうことを徹底するためには教育委員会からでないとできないと思いま

すし、そういうことであれば、今学校教育課長さんも言われたように触れて

いただいて、手間はかかりますけれども将来的なことを考えた場合に、その

辺りを保護者にもＰＴＡにも分かってもらって、できればそういうことがで

きていくといいのかなと思います。 

 

○打江委員長  子どもが持っていると、持っていること自体がストレスになることもあった

りするようです。 

 

○中村教育長  あの会を早くもって、その声を是非ということでどうでしょうか。 

 



○打江委員長  針山委員に是非出ていただいて。私が何年か前に言って立ち上げていただい

て、あの時は携帯電話と言っていましたが、今は時代が数年で変わってしま

っていますね。 

 

○中村教育長  担当は学校教育課で、前任者から引き継いで動くので、早く開いてほしいと

いう委員長命が下されたので、ただしその際に委員長がおっしゃったように

例えば我々５人の教育委員もそこにきちんと参画して、こういうことなので

是非、というように例えばＰＴＡに働きかけをするとか、したとか、それこ

そ新聞にも出すというようなことをやらないと、なかなか届かないと思いま

す。針山委員は恐らくそれくらいの意思を表明するということだと思います。 

 

○針山委員   我々の義務として、懸念する学校をまず父兄やＰＴＡもやっていただいて、

例えば先ほど委員長が言われたように、あの子が持っているので買ってほし

いと言われる家庭もあるので、そのような歯止めをかけ、そして嫌がらせが

なくなる、学力についても、夜遅くまでそのようなことをやっていれば当然

ですし、非行に走る可能性もあるので、いじめの段階を超えたと思います。

子ども達の事なので、教育委員会としては守る、というように各学校でやっ

ていただくように持っていくしかないかと思います。もちろんその会も一緒

になって協力していただければ一番ですけれども。会があれば私もいくらで

も出ますが、まず教育委員会の皆さんでの意思統一をしておくようにしたら

どうかというように思います。 

 

○谷口学校教育課長 今年の２月１８日に第７回が行われています。携帯電話等による被害か

ら子どもを守る会というのが会の名前ですが、名前そのものがふさわしいの

かということも踏まえて、早速事務の方でこの会を機能させながら発信も含

めて取り組みます。 

 

○中村教育長  チラシを配布する時点でこの名称を広める取り組みをしていますが、恐らく

まだなかなか認知されていないので、そういう意味で言うと、今針山委員さ

んが言われたように我々教育委員会として、こういうことをその会に提案し

ようじゃないかという意思決定が必要なのかなと思います。例えば午後９時

までにやめましょうというようにして、どこでもそのようにしてくださいと

いう提案をその会を通して全市に発信する。というようなことだと思います。

僕も効果があるかないかは別の話として、意思表明をして投げかけなければ

なかなかできないと思います。決めても実施するかしないかは各家庭なので、

保護者あるいは家族がその子本人と話し合うとか、こういう風なのでやめな

さいと言わないことには、そしてその生徒もうちだけでなく皆がそうなので

返信しないぞ、というようなことが言えるようになって、どこかの話ではそ

れで良かったということも聞きましたけれども、そうかもしれないなと思い

ました。 



 

○打江委員長  ９時までと決めて、遅くまで起きていなくてもいいし楽になったとも聞きま

した。 

 

○針山委員   子ども達に一番近いのは学校であって、一番心配しているのはＰＴＡであっ

て、そこへいち早く行動を起こしてもらうにはそういう会や、教育委員会と

してすすめようということで、何時までということや、持つなということは

強要はできないけれどもそのくらいの議論をしていただいて、他の学校でも

結構持たせなくてもいいという意見もあったようですし、本当に怖いことを

わかってもらわないと、子ども達がどんどん引きずり込まれるので、そうい

うことで是非教育委員会としてもＳＮＳ等に関して危険性を感じているの

で、それに対する予防のようなことに対して意思統一をしていただきたいと

いう提案です。 

 

○谷口学校教育課長 一つ訂正ですが、会の名称は、２月の会において名称の変更の提案の記

録があります。それに基づいて６月議会の中での方針の発表として、「ネッ

ト問題を乗り越える子どもを育む会」という名前に改称して平成２１年度か

らの取り組みがなされているという報告をしておりますので、これを今年度

も更に今の事も加えながらすすめていきたいと思います。 

 

○針山委員   教育委員会としてもその前に考えていただきたいと思います。 

 

○打江委員長  それでは「後援名義について」事務局より説明お願いします。 

 

○田中教育総務課長 ＜資料に基づき説明＞ 

 

○打江委員長  それでは、次回からの定例会の開催日時を決定したいと思います。 

 

（協議） 

 

【７月２５日 午前９時】 

【８月２９日 午後１時３０分】 （予備日８月２６日午後１時３０分） 

【９月３０日 午後１時３０分】 

 

○打江委員長  それでは以上を持ちまして、本日の議事日程が全部終了いたしましたので、

本日の会議を閉じ、平成２６年度第３回高山市教育委員会を閉会いたします。 

 

午後５時４０分閉会 


